
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定部及び連動リンク機構を備える荷重伝達機構に用いられると共に中実の部分を互い
に弾性的に連結する薄肉連結部である可撓ヒンジ構造であって、
　前記連動リンク機構が、測定用トランスデューサへ荷重を伝達する少なくとも１つの変
位伝達用レバー部と、該連動リンク機構に荷重を入力すると共に長手方向の荷重に対して
は剛性を発揮する一方、曲げ荷重に対しては弾性変位する少なくとも一つの連結要素と、
可撓ヒンジ部を構成すると共に前記少なくとも一つのレバー部を前記固定部乃至は連結さ
れている別のレバー部に支持する可撓ヒンジ支点とを備え、前記連結要素が少なくとも一
つの薄肉連結部を、また、前記可撓ヒンジ支点が一つの薄肉連結部を有する、可撓ヒンジ
構造において、
　前記薄肉連結部の少なくとも一つが、隣接する肉抜部により画成され且つ凹形湾曲形状
の肉抜部により画成された少なくとも１つの薄肉連結領域を有し、該薄肉連結領域を画成
する前記肉抜部の少なくとも１つが該薄肉連結領域にくびれ部を形成する形状であること
を特徴とする可撓ヒンジ構造。
【請求項２】
　前記可撓ヒンジ構造（６、６ａ、６ｂ、１０、２０、１２）の揺動中心は前記くびれ部
（３６、４６、５６、６６、７６、８６、９６）に位置する請求項１に記載の可撓ヒンジ
構造。
【請求項３】
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　前記可撓ヒンジ構造は構造ブロックに一体的に形成され、前記肉抜部（３２、３３、４
２、４３、５２、５３、６２、６３、７２、７３、８２、８３、９２、９３）は前記構造
ブロック（１）の主面に垂直な方向に貫通するように該構造ブロックに形成した幅の狭い
線状スリット部（２）によって画成された請求項１又は２に記載の可撓ヒンジ構造。
【請求項４】
　前記可撓ヒンジ構造は構造ブロックに一体的に形成され、前記肉抜部（３２、３３、４
２、４３、５２、５３、６２、６３、７２、７３、８２、８３、９２、９３）は前記構造
ブロック（１）に切削加工によって形成した請求項１又は２記載の可撓ヒンジ構造。
【請求項５】
　前記薄肉連結領域（３１、４１、５１、６１）を画成する前記凹形湾曲形状の肉抜部（
３２、３３、４２、４３、５２、５３、６２、６３）は細長い形状で且つ少なくとも一つ
の陥凹部（３７、３８、４７、５７、５８、５９、６０、６７、６８）を有し、該少なく
とも一つの陥凹部（３７、３８、４７、５７、５８、５９、６０、６７、６８）は前記薄
肉連結領域（３１、４１、５１、６１）の中央にくびれ部（３６、４６、５６、６６）を
形成する請求項１乃至４の何れかに記載の可撓ヒンジ構造。
【請求項６】
　前記薄肉連結領域（８１）を画成する前記凹形湾曲形状の肉抜部（８２、８３）は細長
い形状で且つ該薄肉連結領域（８１）のくびれ部（８６）を形成し、該くびれ部（８６）
は、該肉抜部（８２、８３）が前記薄肉連結領域（８１）の中央に向かって一定の収束角
で幅が狭まる形状である請求項１乃至４の何れかに記載の可撓ヒンジ構造。
【請求項７】
　前記薄肉連結領域（９１）を画成する前記凹形湾曲形状の肉抜部（９２、９３）は細長
い形状で且つ該薄肉連結領域（９１）を画成する前記肉抜部（９２、９３）の少なくとも
１つの陥凹部（９７、９８）が該薄肉連結領域（９１）にくびれ部（９６）を形成し、該
くびれ部（９６）は前記薄肉連結部（９１）の中央へ向かって一定の収束角で幅が狭まる
形状である請求項１乃至４の何れかに記載の可撓ヒンジ構造。
【請求項８】
　前記薄肉連結領域（７１）を画成する前記凹形湾曲形状の肉抜部の各々は、第１半径を
有する円弧形状の切除部（７２、７３）に更に該第１半径より小さい第２半径を有する円
弧形状の切除部（７７、７８）を形成して成る肉抜部である請求項１乃至４の何れかに記
載の可撓ヒンジ構造。
【請求項９】
　前記薄肉連結領域（５１）を画成する前記肉抜部（５２、５３）の湾曲形状の陥凹部（
５７、５８）の内側に、該陥凹部の曲率より更にきつい曲率を有する更なる湾曲形状の陥
凹部（５９、６０）が形成された請求項５乃至８の何れかに記載の可撓ヒンジ構造。
【請求項１０】
　固定部及び連動リンク機構を備える、荷重伝達装置用の荷重伝達機構であって、
　前記連動リンク機構が、測定用トランスデューサへ荷重を伝達する少なくとも１つの変
位伝達用レバー部と、該連動リンク機構に荷重を入力すると共に長手方向の荷重に対して
は剛性を発揮する一方、曲げ荷重に対しては弾性変位する少なくとも一つの連結要素と、
前記少なくとも一つのレバー部を前記固定部乃至は連結されている別のレバー部に支持す
る可撓ヒンジ支点とを備え、前記連結要素が少なくとも一つの薄肉連結部を、また、前記
可撓ヒンジ支点が一つの薄肉連結部を有する、荷重伝達機構において、
　前記薄肉連結部の少なくとも一つが、凹形湾曲形状の肉抜部により画成された少なくと
も１つの薄肉連結領域を有し、該薄肉連結領域を画成する該肉抜部の少なくとも１つが該
薄肉連結領域にくびれ部を形成する形状であることを特徴とする荷重伝達機構。

【請求項１１】
　前記可撓ヒンジ部（６、６ａ、６ｂ、１０、２０、１２）の揺動中心は前記くびれ部（
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３６、４６、５６、６６、７６、８６、９６）に位置する請求項１０に記載の荷重伝達機
構。
【請求項１２】
　前記連動リンク機構及び前記少なくとも１つの連結要素（１３、１４、１６）は構造ブ
ロック（１）に一体的に形成された請求項１０又は１１に記載の荷重伝達機構。
【請求項１３】
　前記荷重伝達機構は構造ブロック（１）に一体的に形成された請求項１０又は１１に記
載の荷重伝達機構。
【請求項１４】
　前記肉抜部（３２、３３、４２、４３、５２、５３、６２、６３、７２、７３、８２、
８３、９２、９３）は、前記少なくとも１つの変位伝達用レバー部（９、１５、１７）の
揺動平面に対して垂直な方向に貫通するようにして前記構造ブロック（１）に形成した幅
の狭い線状スリット部（２）によって画成された請求項１２又は１３に記載の荷重伝達機
構。
【請求項１５】
　前記肉抜部（７２、７３）は前記構造ブロック（１）に切削加工によって穿設した切除
空間である請求項１２又は１３に記載の荷重伝達機構。
【請求項１６】
　前記薄肉連結領域（３１、４１、５１、６１）を画成する前記凹形湾曲形状の肉抜部（
３２、３３、４２、４３、５２、５３、６２、６３）は細長い形状で且つ少なくとも一つ
の陥凹部（３７、３８、４７、５７、５８、５９、６０、６７、６８）を有し、該少なく
とも一つの陥凹部（３７、３８、４７、５７、５８、５９、６０、６７、６８）は前記薄
肉連結領域（３１、４１、５１、６１）の中央にくびれ部（３６、４６、５６、６６）を
形成する請求項１０乃至１５の何れかに記載の荷重伝達機構。
【請求項１７】
　前記薄肉連結領域（８１）を画成する前記凹形湾曲形状の肉抜部（８２、８３）は細長
い形状で且つ該薄肉連結領域（８１）のくびれ部（８６）を形成し、該くびれ部（８６）
は該肉抜部（８２、８３）が前記薄肉連結領域（８１）の中央に向かって一定の収束角で
幅が狭まる形状である請求項１０乃至１５の何れかに記載の荷重伝達機構。
【請求項１８】
　前記薄肉連結領域（９１）を画成する前記凹形湾曲形状の肉抜部（９２、９３）は細長
い形状で且つ該薄肉連結領域（９１）を画成する前記肉抜部（９２、９３）の陥凹部（９
７、９８）が該薄肉連結領域（９１）にくびれ部（９６）を形成し、該くびれ部（９６）
は前記薄肉連結部（９１）の中央へ向かって一定の収束角で幅が狭まる形状である請求項
１０乃至１５の何れかに記載の荷重伝達機構。
【請求項１９】
　前記薄肉連結領域（７１）を画成する前記凹形湾曲形状の肉抜部の各々は、第１半径を
有する円弧形状の切除部（７２、７３）に更に該第１半径より小さい第２半径を有する円
弧形状の切除部（７７、７８）を形成して成る肉抜部である請求項１０乃至１５の何れか
に記載の荷重伝達機構。
【請求項２０】
　前記薄肉連結領域（５１）を画成する前記肉抜部（５２、５３）の湾曲形状の陥凹部（
５７、５８）の内側に、該陥凹部の曲率より更にきつい曲率を有する更なる湾曲形状の陥
凹部（５９、６０）が形成された請求項１６乃至１９の何れかに記載の荷重伝達機構。
【請求項２１】
　前記連結要素（１３、１４、１６）の前記少なくとも１つの連結節点（６、６ａ、６ｂ
）の断面積と、前記少なくとも１つのレバー部（９、１５、１７）の前記少なくとも１つ
のヒンジ支点（１０、２０、１２）の断面積とを、前記少なくとも１つのレバー部（９、
１５、１７）の揺動平面に対して平行な前記構造ブロック（１）の一対の主面から陥没さ
せて前記構造ブロック（１）に形成した切除部によって減じてあり、及び／または、前記
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構造ブロック（１）の中心線上に形成した切除部（３０）によって、前記少なくとも１つ
のレバー部（９、１５、１７）及び／または該レバー部のヒンジ支点（１０、２０、１２
）及び／または前記少なくとも１つの連結要素（１３、１４、１６）及び／または該連要
素の連結節点（６、６ａ、６ｂ）を、分割してある請求項１０乃至２０の何れかに記載の
荷重伝達機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中実部分と中実部分を弾性的に連結する薄肉連結部である可撓ヒンジ構造に
関し、この可撓ヒンジ構造は、可撓ヒンジ構造に隣接した両側の肉抜部によって画成され
ている。本発明は更に、少なくとも１つのこの種の可撓ヒンジ構造を備えた、例えば天秤
などの荷重測定装置のための荷重伝達機構に関する。荷重伝達機構は、固定部と、測定用
トランスデューサへ荷重を伝達する少なくとも１つの変位伝達用レバー部を有する連動リ
ンク機構と、連動リンク機構へ荷重を入力する少なくとも１つの連結部とを備える。少な
くとも１つの連結部は、少なくとも１つの薄肉連結部を備え、長手方向から受ける荷重に
対しては剛性を発揮する一方で、曲げ荷重に対しては弾性変位する。少なくとも１つのレ
バー部は薄肉連結部を備えた少なくとも１つの可撓ヒンジ構造を介して固定部乃至は連結
されている別のレバー部に支持されている。また、少なくとも１つの薄肉連結部は凹形湾
曲形状の肉抜部によって画成されている。
【背景技術】
【０００２】
　薄肉連結部としての可撓ヒンジ構造は、切削加工によって材料の一部を切除することに
よっても形成することができ、また、塑性加工によっても形成することができる。この種
の可撓ヒンジ構造は、その可撓ヒンジ構造の揺動軸心を中心として小さな揺動変位を発生
する際には、殆ど弾性復元力を発揮することなく容易に屈曲し、一方、その揺動軸心を中
心として揺動変位させる方向以外の方向に作用する荷重に対しては、大きな抵抗力を発揮
するという特性を有する。この種の可撓ヒンジ構造は、主として精密機器に使用されてて
おり、また、この種の可撓ヒンジ構造の好適な材料はアルミニウム合金である。
【０００３】
　天秤等の荷重測定装置には、しばしば、可撓ヒンジ構造を備えた荷重伝達機構が用いら
れている。そのような天秤においては、秤量皿に載置された被測定物によって発生した荷
重を電磁力補償方式を用いて電気信号に変換している。この用途に用いられる荷重伝達機
構の役割は、天秤の秤量皿に載置された被測定物の重量により発生した荷重をスケールダ
ウンして、その荷重の大きさを、荷重測定セルの測定可能荷重レンジに適合した大きさの
荷重信号に変換できる大きさに縮小することにある。電磁力補償方式で荷重測定を行うよ
うに構成した荷重測定装置では、その変位伝達用のレバー部の揺動変位の大きさ並びに、
そのレバー部に設けられた可撓ヒンジ構造の屈曲変位の大きさは、非常に小さいことが知
られている。
【０００４】
　上述した種類の荷重測定装置のうちに、平行四辺形リンク機構（パンタグラフ機構）を
使用したものがあり、その平行四辺形リンク機構は、２本の平行リンク部と、固定部を構
成している一方の側辺リンク部と、垂直方向に変位可能な他方の側辺リンク部とで構成さ
れている。また、その荷重測定装置は、荷重をスケールダウンするための連動リンク機構
を備えている。この連動リンク機構は、少なくとも１本のレバー部を含んでおり、平行四
辺形リンク機構の固定部に支持されている。平行四辺形リンク機構から連動リンク機構へ
は、連結要素を介して荷重が入力されるようにしてあり、この連結要素は、長手方向荷重
に対しては高い剛性を発揮する一方で、曲げ荷重を受けたならば容易に弾性揺動変位する
ようにしてある。多くの場合、連結要素は、その両端の各々に薄肉連結部を備えており、
それら薄肉連結部の各々が連結節点を画成している。その連結リンク機構が、複数本のレ
バー部で構成される場合には、互いに連結するレバー部の腕と腕とを、連結要素を介して
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連結するようにしており、また更に、その各々のレバー部を、可撓ヒンジ部を介して前記
固定部に、または連結されている別のレバー部に支持させるようにしている。
【０００５】
　上述した荷重伝達機構の一例を記載した文献としては、ヨーロッパ特許公開第 EP-A-051
8202号公報があり、同公報の荷重伝達機構は、固定部に支持された少なくとも１本の変位
伝達用のレバー部と、長手方向荷重に対しては高い剛性を発揮する一方で、曲げ荷重を受
けたならば容易に弾性揺動変位するようにした連結要素とを使用しており、また、その荷
重伝達機構は、１個の構造ブロックから製作されたワンピース部材である。前記肉抜部は
、この構造ブロックを貫通するようにして形成した、幅の狭い線状スリット部によって画
成されている。この幅の狭い線状スリット部は、放電加工機を用いて形成することによっ
て、好適に形成することができ、また、少なくとも１本の変位伝達用のレバー部の揺動平
面に対して垂直な方向に延在して、構造ブロックを貫通している。この構造ブロックのう
ちの、前記少なくとも１本のレバー部を構成している構造要素部は、このレバー部の支点
を画成している可撓ヒンジ部のみで、前記固定部を構成している構造要素部に連結されて
おり、また、連結要素の一部を成す連結節点に接続している。連結要素と支点とは、いず
れも、構造ブロックの一体部分として形成されている。
【０００６】
　ヨーロッパ特許公開第 EP-A-1054242号公報には、電磁力補償方式で動作するように構成
した計量装置が開示されている。この計量装置の主要な構造要素部は、平行四辺形リンク
機構、連動リンク機構、連結要素、及び支点であり、それらは全て、１個の構造ブロック
から形成されている。この構造ブロックのうちの、ハウジングに固定されるベース部は、
平行四辺形リンク機構の一対の平行リンクの間を延在しており、このベース部に変位伝達
用の第１レバー部の支点が形成されている。少なくとも１本のレバー部の、その少なくと
も一部を、２つの部分レバー部に分割し、また、少なくとも１本の連結要素を、２つの部
分連結要素に分割する構成としてあり、それら２つの部分レバー部と、それら２つの部分
連結要素とは、ハウジングに固定されるベース部の突出部分の両側に対称的に配置されて
いる。１個の構造ブロックの一体部分として形成するこの計量装置の各構造要素部は、構
造ブロックに切削加工を施すことによっても形成することができ、また、蝕刻加工を施す
ことによっても形成することができる。更に、かかる構成の計量装置は、鋳造法によって
製作することも考えられる。
【０００７】
　上述した荷重測定装置並びに計量装置は、その測定分解能や計量精度に限度があり、そ
の原因は、荷重伝達系のバネ定数に応じた弾性復元力が作用することにある。荷重伝達系
のバネ定数は、主として、可撓ヒンジ部として構成されているレバー部の支点、及び、同
じく可撓ヒンジ部として構成されている連結要素の連結節点によって定まるものであり、
また、荷重伝達系のバネ定数に最も大きな影響を及ぼすのは、電磁力補償用コイルに直接
連結されているレバー部である。レバー部の可撓ヒンジ部、及び、連結要素の可撓ヒンジ
部は、しばしば、互いに対向して延在する一対の凹形湾曲形状の肉抜部によって画成され
た薄肉連結部で形成されており、しかも、その凹形湾曲形状は、一定の半径を有する円弧
形状とされていることが多く、そのようにしているのは、製作を容易にするためである。
【０００８】
　可撓ヒンジ部のバネ定数を小さくするための好適な方法は、その可撓ヒンジ部を形成し
ている薄肉連結部の断面積を減じることである。例えば、１つの方法として、その薄肉連
結部の幅を減じるようにしてもよく、ここでいう薄肉連結部の幅とは、変位伝達用のレバ
ー部の揺動平面に対して垂直な方向における、薄肉連結部の断面寸法のことであり、この
方法は、例えば、上で言及したヨーロッパ特許公開第 EP-A-0518202号公報などにも記載さ
れている。また、薄肉連結部の幅を減じるためには、レバー部をそのレバー部の支点を含
めて２つに分割すると共に、連結要素も２つに分割するという方法もあり、この方法は、
上で言及したヨーロッパ特許公開第 EP-A-1054242号公報の計量装置に用いられている。変
位伝達用のレバー部の支点、及び／または、連結要素の連結節点をそのように分割するに
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は、構造ブロック（例えばヨーロッパ特許公開第 EP-A-0518202号公報に開示されているよ
うな構造ブロック）の上面の中心線上に非貫通穴を穿設することによって、それらを分割
することが好ましく、この方法は、ヨーロッパ特許公開第 EP-A-1083420号公報にも記載さ
れている。更に、構造ブロックの側面のうち、前記少なくとも１本の変位伝達用のレバー
部の揺動平面に対して垂直に延在する幅の狭い側面から、構造ブロックの中へ向けて非貫
通穴を穿設するようにしてもよい。
【０００９】
　また、別の１つの方法として、可撓ヒンジ部を形成している薄肉連結部の厚さを減じる
という方法も考えられ、ここでいう薄肉連結部の厚さとは、変位伝達用のレバー部の揺動
平面に対して平行な方向における、薄肉連結部の断面寸法のことである。特に、薄肉連結
部が一対の凹形の肉抜部によって画成されており、その凹形の肉抜部の半径が略々一定で
しかも比較的小さい場合には、この方法を用いることによって、厚さを減じた可撓ヒンジ
部の揺動中心の位置を、適切且つ明確に定めることができる。しかしながら、そのように
形成した可撓ヒンジ部では、非常に大きな衝撃荷重が加わったときに、その可撓ヒンジ部
の薄肉連結部が破損するおそれがある。薄肉連結部の厚さを薄くして、その断面積を小さ
くするほど、また、薄肉連結部を画成している肉抜部の曲率がきつくなるほど、その破損
のおそれは大きくなる。
【００１０】
　かかる事情から提案されたのが、薄肉連結部を画成する肉抜部をより長く延在させて、
薄肉連結部をより長く形成するという方法である。例えば可撓ヒンジ部を備えた荷重測定
装置に衝撃が加わると、その可撓ヒンジ部に衝撃荷重が作用するが、可撓ヒンジ部の薄肉
連結部をより長く形成しておけば、薄肉連結部が衝撃荷重によって損傷しにくくなり、耐
衝撃性が高まるのである。即ち、より長く形成した薄肉連結部は、側方へ撓むことによっ
て衝撃力をかわし、破損を免れることができ、しかもその側方への撓みは、殆どの場合、
元の状態への復帰が可能な一時的な変形である。また、一対の、略々一定の半径を有する
凹形の肉抜部の間に画成された薄肉連結部では、その肉抜部の半径を十分に大きくするこ
とによっても、同様に耐衝撃性を高めることができる。耐衝撃性が比較的高い可撓ヒンジ
部の別の形態としては、その可撓ヒンジ部の薄肉連結部を、その薄肉連結部の側面が凹面
となるように半径が略々一定の円弧形状に形成した少なくとも２つの肉抜部で画成するよ
うにしたものがある。
【特許文献１】ヨーロッパ特許公開第 EP-A-0518202号公報
【特許文献２】ヨーロッパ特許公開第 EP-A-1054242号公報
【特許文献３】ヨーロッパ特許公開第 EP-A-1083420号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　可撓ヒンジ構造の薄肉連結部を、以上に説明した様々な形態のうちのいずれとした場合
にも、その可撓ヒンジ部の揺動中心の位置が明確に定まらないということが短所となる。
　従って本発明の目的は、高い耐衝撃性を備えると共に、その揺動中心の位置を明確に定
めることのできる、可撓ヒンジ構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　以上の目的は、請求項１に記載した可撓ヒンジ構造によって達成される。この可撓ヒン
ジ構造は、荷重伝達機構における構造要素部（中実部分）どうしを弾性連結する可撓ヒン
ジ構造であって、荷重伝達機構は、固定部と、測定用トランスデューサへ荷重を伝達する
少なくとも一つの変位伝達用レバー部を有する連動リンク機構と、連動リンク機構へ荷重
を入力するための少なくとも１つの連結要素とを備えている。少なくとも１つの連結要素
は、少なくとも１つの薄肉連結部を備えており、長手方向荷重に対しては剛性を発揮する
一方で、曲げ荷重に対しては弾性変位するようにしてある。少なくとも１つのレバー部は
、薄肉連結部を備えた少なくとも１つの可撓ヒンジ部を介して固定部乃至は連結されてい
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る別のレバー部に支持されている。可撓ヒンジ構造は、可撓ヒンジ部に隣接した両側の肉
抜部によって画成されていて、少なくとも１つの薄肉連結領域を備え、少なくとも１つの
薄肉連結領域は凹形湾曲形状の肉抜部によって画成されている。斯かる可撓ヒンジ構造に
おいて、薄肉連結領域を画成する肉抜部のうちの少なくとも１つは薄肉連結領域にくびれ
部を形成するような形状とされている。
【００１３】
　このようにくびれ部を形成することで、薄肉連結部の断面積を更に減少させることがで
き、それによって、可撓ヒンジ構造のバネ定数を更に小さくし、可撓性に優れた可撓ヒン
ジ構造とすることができる。またそれと共に、可撓ヒンジ構造は、外部からの衝撃に耐え
ることのできる十分な強度を備えたものとなり、なぜならば、その薄肉連結部の全体が、
その全長に亘って十分な可撓性を有するため、側方へ撓むことによって衝撃をかわすこと
ができるからである。また、この可撓ヒンジ構造の揺動中心は、薄肉連結部のくびれ部に
位置することになるため、揺動中心の位置を明確に定めることが可能となる。
【００１４】
　本発明の１つの有利な実施の形態として、可撓ヒンジ構造が１個の構造ブロックの一体
部分から成るようにしたものがあり、この実施の形態とする場合には、肉抜部が構造ブロ
ックの主面に対して垂直な方向に貫通するようにして構造ブロックに形成した幅の狭い線
状スリット部によって画成されているようにしてもよく、或いは、肉抜部が切削加工によ
って構造ブロックに形成した切除空間によって画成されているようにしてもよい。
【００１５】
　本発明の１つの好適な実施の形態として、薄肉連結部を画成している凹形湾曲形状の肉
抜部が細長い形状に形成されており且つ、肉抜部が薄肉連結部の中央部にくびれ部を形成
する少なくとも１つの陥凹部を備えているようにしたものがある。
【００１６】
　この構成の可撓ヒンジ構造は比較的容易に製作することができ、なぜならば、この構成
の可撓ヒンジ構造は、その薄肉連結部を画成する肉抜部の材料の切除量を僅かに増大させ
て陥凹部を形成するだけで製作できるからであり、また、そのためには、切削工程を追加
するようにしてもよく、或いは、元々必要な薄肉連結部の表面仕上工程において切除量を
増大させるようにしてもよい。
【００１７】
　本発明に係る可撓ヒンジ構造の別の好適な実施の形態として、薄肉連結部を画成してい
る凹形湾曲形状の肉抜部が細長い形状に形成されており且つ、肉抜部が薄肉連結部の中央
へ向かって一定の収束角で幅が狭まる形状の、薄肉連結部のくびれ部を形成しているよう
にしたものがある。また、薄肉連結部を画成している凹形湾曲形状の肉抜部が細長い形状
に形成されており且つ、薄肉連結部を画成している肉抜部が少なくとも１つの陥凹部を備
えているようにした可撓ヒンジ構造に関しても、薄肉連結部の中央へ向かって一定の収束
角で幅が狭まる形状のくびれ部が形成されている実施の形態とすることができる。
【００１８】
　可撓ヒンジ構造の更に別の好適な実施の形態として、薄肉連結部を画成している凹形湾
曲形状の肉抜部が、第１半径を有する円弧形状の切除部に更に第１半径より小さい第２半
径を有する円弧形状の切除部を形成して成る肉抜部であるようにした実施の形態がある。
【００１９】
　本発明に係る可撓ヒンジ構造の更に別の実施の形態として、薄肉連結部を画成している
肉抜部の湾曲形状の陥凹部の内側に、陥凹部の曲率より更にきつい曲率を有する更なる湾
曲形状の陥凹部が形成されているようにしたものがある。
【００２０】
　本発明に係る可撓ヒンジ構造の特に好適な用途は、例えば天秤などの荷重測定装置にお
ける荷重伝達機構に用いるという用途である。この荷重伝達機構は、固定部と、変位伝達
用の少なくとも１本のレバー部を含む測定用トランスデューサへ荷重を伝達するための連
動リンク機構と、連動リンク機構へ荷重を入力するための少なくとも１つの連結要素とを
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備えている。少なくとも１つの連結要素は、少なくとも１つの薄肉連結部を備えており、
長手方向荷重に対しては剛性を発揮する一方で、曲げ荷重に対しては弾性変位するように
してある。少なくとも１つのレバー部は、薄肉連結部を備えた少なくとも１つの可撓ヒン
ジ部を介して固定部乃至は連結されている別のレバー部に支持されており、少なくとも１
つの薄肉連結部が、凹形湾曲形状の肉抜部によって画成されている。斯かる荷重伝達機構
において、薄肉連結部を画成している肉抜部のうちの少なくとも１つが薄肉連結部にくび
れ部を形成するような形状を備えているようにした。
【００２１】
　以上の構成とすることで、この荷重伝達機構を備えた荷重測定装置の測定解像度及び測
定精度を向上させることができる。更に、この荷重伝達機構は外部から加わる衝撃に対す
る大きな強度を備えており、それは、可撓ヒンジ構造が、その全長が長く形成されている
ために容易に撓むことができ、また撓んだ状態からの復帰が可能だからである。更に、可
撓ヒンジ構造の揺動中心は、前記くびれ部に位置することになるため、その揺動中心の位
置を明確に定めることができる。そして、可撓ヒンジ構造の揺動中心の位置を従来のもの
と比べて格段に明確に定めることができるため、荷重測定装置の姿勢が水平から傾いた場
合にも、それによって受ける影響が大幅に低減される。
【００２２】
　本発明の別の好適な実施の形態においては、連動リンク機構及び連結要素が１個の構造
ブロックの一体部分から成るか、或いは更に、荷重伝達機構の全体が１個の構造ブロック
の一体部分から成るようにしている。また、肉抜部が構造ブロックに少なくとも１つの連
結要素の揺動平面に対して垂直な方向に貫通して形成された、幅の狭い線状スリット部に
よって及び／又は切削加工により構造ブロックに形成した切除空間によって画成されてい
るようにしている。
【００２３】
　レバー部の支点と連結要素の連結節点とがいずれも可撓ヒンジ部で形成されている場合
に、本発明の荷重伝達機構では、例えば、その可撓ヒンジ部の薄肉連結部を形成している
凹形湾曲形状の肉抜部に薄肉連結部のくびれ部を形成し、そのくびれ部の形状を、薄肉連
結部の両端部から中央へ向かって一定の収束角で幅が狭まる形状としている。
【００２４】
　更に別の実施の形態では、薄肉連結部を形成している凹形湾曲形状の肉抜部が細長い形
状に形成されており、肉抜部に少なくとも１つの陥凹部が設けられており、更に、肉抜部
は薄肉連結部の中央に少なくとも１つのくびれ部を形成している。また更に、薄肉連結部
のくびれ部は薄肉連結部の中央へ向かって一定の収束角で幅が狭まる形状に形成されてい
る。
【００２５】
　又、別の実施の形態では、薄肉連結部を形成している凹形湾曲形状の肉抜部を、第１半
径を有する円弧形状の切除部に更に第１半径より小さい第２半径を有する円弧形状の切除
部を形成して成る肉抜部としている。この構成が特に有利となるのは、荷重伝達機構を構
成する構造ブロックの肉抜部を、例えばフライス加工などの切削加工によって形成する場
合である。この構成に関する有利な構成例として、薄肉連結部を形成している肉抜部の湾
曲形状の陥凹部の内側に、陥凹部の曲率より更にきつい曲率を有する更なる湾曲形状の陥
凹部を形成するというものがある。
【００２６】
　本発明の更に別の有利な実施の形態として、連結要素の少なくとも１つの連結節点の断
面積と、少なくとも１つのレバー部の少なくとも１つの支点の断面積とを、少なくとも１
本のレバー部の揺動平面に対して平行な構造ブロックの一対の主面から延出するように構
造ブロックに形成した切除部によって減じたものがある。それら構造要素部の断面積を減
じるためには、別法として、構造ブロックの中心線上に切除部を設けることによってレバ
ー部及び／又は連結要素を分割するという方法もあり、その際に、それらレバー部ないし
連結要素に付随する可撓ヒンジ部を共に分割するようにしてもよい。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　これより本発明に係る可撓ヒンジ構造の好適な実施の形態、並びに可撓ヒンジ構造を備
えた本発明に係る荷重伝達機構の好適な実施の形態について、図面を参照しつつ詳細に説
明して行く。
【００２８】
　図１は、荷重測定装置の荷重伝達機構の側面図であり、測定用トランスデューサを取外
した状態を示したものである。この荷重伝達機構は、ワンピース部品であり、略々直方体
の構造ブロック１から形成されている。構造ブロック１には、その主面に対して垂直な方
向に貫通した、幾筋もの幅の狭い線状スリット部２が形成されており、それら線状スリッ
ト部２によって、この構造ブロック１の複数の構造要素部（中実部分）の間の境界が画成
されている。そして、それら複数の構造要素部のうちの４個の構造要素部によって、この
構造ブロック１の主面に平行な平面内で変位する平行四辺形リンク機構（パンタグラフ機
構）が構成されている。それら４個の構造要素部は、平行四辺形リンク機構の上辺リンク
部３と、下辺リンク部３と、固定部４を構成している一方の側辺リンク部と、垂直方向に
変位可能な他方の側辺リンク部５とであり、この他方の側辺リンク部５は、肉抜部により
画成され、凹形湾曲形状とされた複数の可撓部１１によって、垂直方向に変位可能とされ
ている。また更に、構造ブロック１の内部に位置する３個の構造要素部によって、互いに
直列に連結された変位伝達用の３個のレバー部９、１５、１７から成る連動リンク機構が
構成されており、それらレバー部９、１５、１７は、平行四辺形リンク機構が変位する平
面内において揺動する。従って、変位伝達用のレバー部９、１５、１７の揺動平面は、平
行四辺形リンク機構の変位平面と同一平面であり、構造ブロック１の主面に対して平行な
平面となっている。
【００２９】
　平行四辺形リンク機構の変位可能な側辺リンク部５には、例えば荷重入力部７に取付け
られた秤量皿（不図示）に印加された荷重が入力するようにしてあり、この側辺リンク部
５は、第１連結要素１３を介して、第１レバー部９の短腕に連結されている。第１連結要
素１３は、長手方向荷重に対しては剛性を発揮する一方で、曲げ荷重に対しては弾性変位
するようにしてある。第１レバー部９は、可撓ヒンジ部１０であるヒンジ支点を備える。
ヒンジ支点は、固定部４から構造ブロック１の内部へ向かって延出した延出部８に設けら
れている。第１レバー部９の長腕は、第２連結要素１４を介して、第２レバー部１５の短
腕に連結されている。この第２レバー部１５もまた、可撓ヒンジ部２０である第２ヒンジ
支点を介して延出部８に支持されている。第２レバー部１５には、第３連結要素１６を介
して、第３レバー部１７が連結しており、この第３レバー部１７は、可撓ヒンジ部１２で
ある第３ヒンジ支点を介して第１レバー部９の長腕に支持されている。２個の孔１９は、
第３レバー部１７の長腕に連結する延長部材（不図示）の固定連結部を構成しており、こ
の延長部材は、第３レバー部１７の長腕を荷重補償機構（不図示）に連結するものである
。以上の荷重伝達機構の構造は、コンパクトでありながら非常に堅牢であるという利点を
有する。
【００３０】
　平行四辺形リンク機構、複数の連結要素、連動リンク機構及び複数の可撓ヒンジ部は、
幅の狭い線状スリット部２の形で、構造ブロック１に形成した肉抜部によって画成されて
いる。線状スリット部２は、ワイヤ放電加工機を用いて形成することが好ましく、図中の
加工作業孔２ａは、放電加工機の電極ワイヤをセットするために設けられたものである。
【００３１】
　ヒンジ支点１０及び２０は不動のヒンジ部として、一方、ヒンジ支点１２は第３レバー
部１７を第１レバー部９上に支持する可動のヒンジ部として設けられている。
　連結要素１３、１４及び１６の連結節点６、６ａ、６ｂと、レバー部９、１５、１７の
可撓ヒンジ支点１０、２０、１２は薄肉連結部を構成する。この荷重伝達機構の全体とし
てのバネ定数によって、この荷重伝達機構の弾性復元力の大きさが決まり、その弾性復元
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力が大きいほど荷重測定装置の測定精度は悪化する。そして、測定精度に対するこの弾性
復元力の影響は非常に大きい。荷重伝達機構の全体としてのバネ定数を決定する主要なフ
ァクタは、連結節点及び可撓ヒンジ支点における夫々のバネ定数であり、また特に、第３
レバー部１７に付随する連結節点並びに可撓ヒンジ部のバネ定数が、大きな影響力を持っ
ている。そのため、特に連結要素１６の連結節点６ａ、６ｂと可撓ヒンジ支点１２とを、
本発明に従って形成した薄肉連結部とすることによって、大きな効果が得られる。図２ｂ
～図５に、それらの箇所に用いることのできる、様々な構成の薄肉連結部の実施の形態を
詳細に示した。特に、ヒンジ支点１２と同じ高さに位置している連結要素１６の連結節点
６ｂなどは、本発明に従って形成することが強く望まれる箇所である。
【００３２】
　図示例では更に、非貫通穴３０が、構造ブロック１の上面の中心線上に穿設されて、こ
の上面から垂直下方へ延在している。この非貫通穴３０は、第３連結要素１６と第３レバ
ー部１７の支点１２とが形成されている領域を延在しており、それによって、第３連結要
素１６と、第３レバー部１７のヒンジ支点１２とを、夫々２つに分割して、変位伝達用の
レバー部の揺動平面に対して垂直な方向における、それら第３連結要素１６及びヒンジ支
点１２の実効幅寸法を減じている。そして、これにより、第３連結要素１６の連結節点６
ｂを構成している可撓ヒンジ部、及び、第３レバー部１７のヒンジ支点１２を構成してい
る可撓ヒンジ部のバネ定数をより小さくしている。
【００３３】
　図２ａは、以下に詳細に説明する本発明に係る薄肉連結部に対する比較例として、従来
の薄肉連結部の一例を示したものであり、この図に示した薄肉連結部は例えば可撓ヒンジ
支点１２を形成するために用いられるものである。この従来の薄肉連結部は、放電加工機
によって形成されたものであり、その長さは約０．５ｍｍ～約２ｍｍ程度であり、その厚
さは約５０μｍ～約１００μｍ程度である。また、薄肉連結領域２１は、２つの凹形湾曲
形状の線状スリット部領域２２、２３によって画成されている。線状スリット部領域２２
、２３は、それら領域に夫々接続している境界画成用線状スリット部２４、２５と比べて
、やや幅広に形成されている。境界画成用線状スリット部２４、２５は、例えば第１レバ
ー部と第３レバー部との間の境界を画成している幅の狭い線状スリット部２の端部に相当
する部分である。また、線状スリット部領域２２、２３は、薄肉連結領域２１を画成して
いる表面（側面）に対して仕上加工を施す際に、その仕上加工によって線状スリット部の
幅が広げられることにより形成される。この表面仕上加工は、図からは明らかでないが、
重要な目的をもったものである。即ち、この表面仕上加工は、薄肉連結部の表面を所定形
状を精密に成形するばかりでなく、その表面を平滑にすることも目的としている。
【００３４】
　この従来の薄肉連結部は比較的長い範囲に亘って略々一定の幅に形成されている。その
ため、この薄肉連結部には、この薄肉連結部によって形成される可撓ヒンジ部の揺動中心
の位置が正確に定まらないという問題がある。揺動中心の位置が正確に定まらないと、天
秤の姿勢が水平でない場合に、不都合が生じることになる。その一方で、この従来の薄肉
連結部には利点もあり、その利点とは、外部から水平方向の衝撃が荷重測定セルに作用し
たときに、薄肉連結部が、側方へ撓んで略々Ｓ字形に弾性変形することによって、破損を
免れ得るということである。この弾性変形は一般的に元の状態に復帰可能な変形であり、
これによって荷重測定セルが損傷せずに済むのである。
【００３５】
　本発明に係る薄肉連結部の構成は、以上の利点を維持しつつ改良を加えたものであり、
その改良は、図２ｂに示したように、線状スリット部領域３２、３３の各々に、陥凹部３
７、３８を設けたことにある。又、それら陥凹部３７、３８を設けるために、細長く延在
している薄肉連結領域３１の中央部に加工を施して、そこから更に材料を切除している。
このように陥凹部３７、３８を設けたことによって、薄肉連結領域３１にくびれ部３６が
形成されており、このくびれ部３６の長さは約０．２ｍｍ～約０．６ｍｍ程度である。こ
れによって薄肉連結部の厚さを更に減少させ、可撓ヒンジ部のバネ定数を小さくしている
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のである。また更に、薄肉連結部をこのように形成したことによって、可撓ヒンジ部の揺
動中心の位置が正確に定められており、即ち、揺動中心がくびれ部の中央部に位置するよ
うになっている。
【００３６】
　図２ｃに示したのは、本発明に係る薄肉連結部の別の実施の形態である。この図の実施
の形態は、両側の凹形湾曲形状の線状スリット部領域４２、４３のうちの一方にだけ、薄
肉連結領域４１のくびれ部４６を形成する陥凹部４７を設けたものである。この構成によ
っても、薄肉連結部の断面積を減じて、しかも可撓ヒンジ部の揺動中心の位置を正確に定
め得るという効果が得られる。
【００３７】
　図２ｄに示したのは、本発明に係る薄肉連結部の更に別の実施の形態である。この図の
実施の形態は、両側の凹形湾曲形状の線状スリット部領域５２、５３の各々において、第
１陥凹部５７、５８の内側に更に第２陥凹部５９、６０を設けることによって、陥凹部を
二重に設けたものである。この構成によれば、薄肉連結領域５１の幅を更に狭めることが
できると共に、可撓ヒンジ部の揺動中心の位置も更に正確に定めることができる。尚、指
摘するまでもなく明らかなことであるが、薄肉連結領域５１の幅を更に狭めるのに、両側
の凹形湾曲形状の線状スリット部領域５２、５３のうちの一方だけに第２の陥凹部を設け
るようにしてもよく、更には、陥凹部を三重以上に重ねて、中央に近付くほど陥凹部が深
くなるような構成とすることも考えられ、そのようなものも本発明に含まれる。
【００３８】
　図３に示したのは、本発明に係る可撓ヒンジ部の薄肉連結部のまた別の構成例である。
この図の構成例においては、２つの凹形湾曲形状の線状スリット部領域６２、６３に夫々
接続している２本の境界画成用線状スリット部が、互いに逆方向から延在してきている。
尚、この図に示した薄肉連結領域６１のくびれ部６６は、くびれ部の一例を示すために、
図２ｂに示したくびれ部と同じ構成のものとしたが、これに限れらず、例えば図２ｃや図
２ｄに示したものと同様のくびれ部としても構わないことは明らかである。
【００３９】
　図４ａに示したのは薄肉連結部の更に別の実施の形態である。この図の実施の形態は、
線状スリット部領域８２、８３から成る肉抜部によって画成される薄肉連結領域８１の形
状を、両端部から中央へ向かって一定の収束角で幅が狭まる形状とし、それによって薄肉
連結領域８１の中央における厚さを狭めたものである。但し、図示した薄肉連結部の形状
は、その収束角を甚だしく誇張して描いてある。本発明をこの図の実施の形態とする場合
、その収束角は実際には非常に小さく、両側の線状スリット部領域８２、８３の間の間隔
は、薄肉連結領域８１の中央における間隔と、薄肉連結領域８１の両端部に置ける間隔と
で、僅か数μｍしか違わない。薄肉連結領域８１のくびれ部８６をこの形状とすることに
より、製作が容易である上に、可撓ヒンジ構造の揺動中心の位置も正確に定め得るという
利点が得られる。また、薄肉連結領域８１は、その厚さに対して長さが大きいため、既に
説明したように、衝撃力が加わったときには一時的に弾性変形して、その衝撃力をかわす
ことができるという効果をもたらす。
【００４０】
　図４ｂに示したのは図４ａに示した薄肉連結部の実施の形態の変更例である。この図の
変更例では、薄肉連結領域９１のくびれ部９６の形状は、図２ｂに示した薄肉連結部のく
びれ部の形状と同様のものであるが、但し、薄肉連結領域９１を画成している線状スリッ
ト部領域９２、９３に設けた陥凹部９７、９８によって薄肉連結領域９１の中央の幅を更
に狭めてあり、その幅の狭め方を、例えば、薄肉連結領域９１がそれら陥凹部９７、９８
の部分において中央へ向かって一定の収束角で幅が狭まる形状となるようにしている。
【００４１】
　更に、可撓ヒンジ部を構成する薄肉連結部の形態に関して、その薄肉連結部を画成する
肉抜部の凹形湾曲形状を略々一定の半径を有する形状とするようにしてもよい。このよう
な薄肉連結部の形態が特に有利であるのは、荷重伝達機構を構成する構造ブロックの肉抜
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部を、例えばフライス加工などの切削加工によって形成する場合である。このような薄肉
連結部の形態の具体的な構成例を示したのが図５であり、この図５も正しいスケールでは
なく、厚さに対して長さ方向の寸法を圧縮して描いてある。この図の構成においては、薄
肉連結部７１を画成している肉抜部が、略々一定の半径を有する円弧形状の切除部７２、
７３に更にその半径より小さい第２半径を有する円弧形状の切除部７７、７８を形成して
成る肉抜部となるように、薄肉連結領域７１のくびれ部７６の形状が定められている。
【００４２】
　また、このような薄肉連結部の形態に更に変更を加えた形態として、その薄肉連結部を
画成する肉抜部の形状を、略々一定の半径を有する円弧形状の切除部を更に追加して、内
側に行くほど半径が小さくなる円弧形状の切除部を何重にも重ねた形状とするようにして
もよく、そのようなものも本発明に含まれる。
【００４３】
　また、薄肉連結部を画成するその薄肉連結部の両側の肉抜部のうちの一方にだけ、一定
の半径を有する円弧形状の切除部を形成して、その薄肉連結部の片側にだけくびれ部を形
成した形態とすることも考えられる。
【００４４】
　更に、上述したくびれ部と円弧形状の切除部とを組合せて、くびれ部を有する細長い薄
肉連結部を画成しているその薄肉連結部の両側の肉抜部のうちの一方または両方に、一定
の半径を有する円弧形状の切除部を設けるようにすることも考えられる。
【００４５】
　また、これも指摘するまでもなく明らかなことであるが、先に図１に関連して説明した
ように、本発明に係る薄肉連結部を少なくとも１つ備えた可撓ヒンジ構造は、上述した平
行四辺形リンク機構の変位平面に対して垂直な方向に、構造ブロックの全幅に亘って延在
していることを必ずしも必要としない。本発明に係る荷重伝達機構における、連結要素の
連結節点の幅寸法、及び、レバー部の支点の幅寸法を減じる方法としては、レバー部の揺
動平面に対して平行な構造ブロックの一対の主面から陥没させて形成した切除部によって
、それらの幅寸法を減じるようにしてもよく、また、構造ブロックの中心線上に形成した
切除部によって、それらレバー部及び連結要素を分割するようにしてもよく、特に後者の
場合には、それらレバー部ないし連結に付随する可撓ヒンジ部も共に分割するようにして
もよく、また、可撓ヒンジ部は分割せずに残すようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】荷重測定装置の１つの実施の形態を示した図であって、荷重測定装置の測定用ト
ランスデューサを除去し、平行四辺形リンク機構の変位平面に対して垂直な方向から見た
図である。
【図２ａ】従来の可撓ヒンジ構造を構成している薄肉連結部を大きく拡大して示した拡大
図であって、平行四辺形リンク機構の変位平面に沿った断面を示した図である。
【図２ｂ】本発明に係る可撓ヒンジ構造を構成している薄肉連結部を大きく拡大して示し
た拡大図であって、平行四辺形リンク機構の変位平面に沿った断面を示しており、この薄
肉連結部は、この薄肉連結部を画成している両側の肉抜部の両方に陥凹部を設けたもので
ある。
【図２ｃ】また別の本発明に係る薄肉連結部を大きく拡大して示した拡大図であって、平
行四辺形リンク機構の変位平面に沿った断面を示しており、この薄肉連結部は、この薄肉
連結部を画成している両側の肉抜部の一方だけに陥凹部を設けたものである。
【図２ｄ】更に別の本発明に係る薄肉連結部を大きく拡大して示した拡大図であって、平
行四辺形リンク機構の変位平面に沿った断面を示しており、この薄肉連結部は、この薄肉
連結部を画成している両側の肉抜部の両方に二重の陥凹部を設けたものである。
【図３】図２ｂに示した実施の形態と同様の本発明に係る薄肉連結部の実施の形態を大き
く拡大して示した拡大図であって、平行四辺形リンク機構の変位平面に沿った断面を示し
ており、この実施の形態においては、薄肉連結部を画成している両側の肉抜部に夫々接続
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している２本の境界画成用線状スリット部が、互いに逆方向から延在してきている。
【図４ａ】本発明に係る薄肉連結部の１つの実施の形態を大きく拡大して示した拡大図で
あって、平行四辺形リンク機構の変位平面に沿った断面を示しており、この薄肉連結部は
、この薄肉連結部の両端部から中央へ向かって一定の収束角で幅が狭まる形状としたもの
である。
【図４ｂ】図４に示した薄肉連結部の実施の形態の変更例を大きく拡大して示した拡大図
であって、平行四辺形リンク機構の変位平面に沿った断面を示した図である。
【図５】本発明に係る薄肉連結部を大きく拡大して示した拡大図であって、平行四辺形リ
ンク機構の変位平面に沿った断面を示しており、この薄肉連結部は、この薄肉連結部を画
成している肉抜部が略々一定の半径を有するようにしたものである。
【符号の説明】
【００４７】
　１　　構造ブロック
　２　　線状スリット部
　２ａ　加工作業穴
　３　　平行四辺形リンク機構のリンク部
　４　　固定部
　５　　平行四辺形リンク機構の垂直方向に変位可能な側辺リンク部
　６、６ａ、６ｂ　連結要素の連結節点
　７　　荷重入力部
　８　　固定部の延出部
　９　　第１レバー部
　１０　第１（可撓）ヒンジ支点
　１１　平行四辺形リンク機構の可撓部
　１２　第３（可撓）ヒンジ支点
　１３　第１連結要素
　１４　第２連結要素
　１５　第２レバー部
　１６　第３連結要素
　１７　第３レバー部
　１９　孔
　２０　第２（可撓）ヒンジ支点
　３０　非貫通孔
　２１、３１、４１、５１、６１、７１、８１、９１　薄肉連結領域
　２２、３２、４２、５２、６２、８２、９２　線状スリット部領域
　２３、３３、４３、５３、６３、８３、９３　線状スリット部領域
　２４、３４、４４、５４、６４、８４、９４　境界画成用線状スリット部
　２５、３５、４５、５５、６５、８５、９５　境界画成用線状スリット部
　３６、４６、５６、６６、７６、８６、９６　くびれ部
　３７、４７、６７、９７　陥凹部
　３８、９８　陥凹部
　５７、５８　第１陥凹部
　５９、６０　第２陥凹部
　７２、７３　第１半径を有する円弧形状の切除部
　７７、７８　第２半径を有する円弧形状の切除部
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【 図 １ 】 【 図 ２ ａ 】

【 図 ２ ｂ 】

【 図 ２ ｃ 】

【 図 ２ ｄ 】

【 図 ３ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ４ ａ 】

【 図 ４ ｂ 】
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